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右
の
質
問
主
意
書
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例
え
ば
、
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
二
十
日
付
鉄
監
第
四
〇
七
号
を
も
つ
て
諮
問
さ
れ
た
大
阪
府
都
市
開
発
株
式

会
社
の
運
賃
変
更
認
可
申
請
は
、
か
つ
て
昭
和
四
十
九
年
六
月
二
十
五
日
付
鉄
監
第
二
六
二
号
を
も
つ
て
諮
問
さ

れ
、
同
年
七
月
二
十
五
日
運
輸
審
議
会
よ
り
運
輸
大
臣
あ
て
に
答
申
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
収
支
状
況
と
し
て
平
年

度
輸
送
原
価
は
二
十
一
億
千
七
百
五
十
二
万
六
千
円
と
推
定
し
、
運
賃
改
定
後
に
お
い
て
も
な
お
一
億
八
千
四
百

九
万
七
千
円
の
損
金
を
残
す
も
の
と
見
込
ん
で
い
る
。
し
か
る
に
右
申
請
者
の
事
業
経
営
実
績
表
に
よ
れ
ば
、
輸 

頭
書
事
案
に
係
る
認
可
申
請
に
つ
い
て
は
運
輸
大
臣
か
ら
そ
の
都
度
運
輸
審
議
会
に
諮
問
さ
れ
、
同
審
議
会
の

答
申
を
受
け
て
全
面
認
可
若
し
く
は
修
正
認
可
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
右
答
申
に
は
平
年
度
に
お
け

る
適
正
な
総
括
原
価
に
基
づ
く
推
定
収
支
状
況
が
新
運
賃
の
算
定
の
基
礎
と
し
て
掲
記
さ
れ
て
い
る
が
、
右
答
申

の
推
定
収
支
状
況
は
そ
の
後
の
実
績
と
対
比
し
て
余
り
に
も
乖
離
し
て
い
る
実
情
に
あ
る
。 
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送
原
価
は
昭
和
四
十
九
年
度
十
四
億
四
千
九
百
万
円
、
同
五
十
年
度
十
八
億
二
千
六
百
万
円
で
あ
り
、
前
記
答
申

の
推
定
原
価
は
実
績
よ
り
約
三
億
円
乃
至
七
億
円
も
過
大
で
あ
り
、
損
益
も
実
績
で
は
昭
和
五
十
年
度
は
二
千
四

百
万
円
の
利
益
と
な
つ
て
お
り
、
右
答
申
の
推
定
損
益
と
全
く
逆
に
な
つ
て
い
る
。
ま
た
、
右
申
請
者
の
昭
和
五

十
年
十
二
月
二
十
五
日
付
鉄
監
第
四
五
四
号
を
も
つ
て
な
さ
れ
た
運
輸
大
臣
の
諮
問
に
対
す
る
運
輸
審
議
会
の
答

申
は
、
平
年
度
の
総
括
原
価
を
二
十
五
億
千
三
百
七
十
三
万
五
千
円
と
推
定
し
、
運
賃
を
改
定
し
て
も
な
お
三
億

千
六
万
二
千
円
の
赤
字
を
生
ず
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
前
期
昭
和
五
十
年
度
の
運
輸
原
価
実
績
と
対
比
す
れ
ば

運
輸
審
議
会
の
答
申
は
、
実
績
よ
り
約
七
億
円
も
過
大
に
見
積
つ
て
お
り
、
昭
和
五
十
一
年
度
実
績
二
十
三
億
七

千
万
円
と
対
比
し
て
も
な
お
一
億
数
千
万
円
も
過
大
見
積
り
と
な
り
、
そ
の
結
果
損
益
も
実
績
は
昭
和
五
十
一
年

度
六
千
七
百
万
円
の
黒
字
と
な
り
、
運
輸
審
議
会
答
申
と
は
逆
に
な
つ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
運
輸
審
議
会
の
答
申
は
運
輸
原
価
に
つ
い
て
実
績
と
対
比
し
て
過
大
に
推
定
し
、
損
益
も
実
績
は

黒
字
に
な
る
の
に
赤
字
と
推
定
す
る
な
ど
、
申
請
者
に
有
利
で
利
用
者
に
不
利
な
方
向
で
運
賃
の
大
幅
値
上
げ
を 

四 

 



 

か
か
る
事
態
は
運
輸
審
議
会
の
審
理
の
公
正
に
も
関
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
今
回
右
申
請
者
か
ら
三
度
運
賃
改

定
の
申
請
が
な
さ
れ
運
輸
審
議
会
に
お
い
て
審
理
中
の
と
こ
ろ
、
利
害
関
係
を
有
す
る
泉
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
在
住

の
市
民
で
構
成
さ
れ
る
自
治
会
連
合
会
代
表
か
ら
、
運
賃
改
定
の
理
由
に
つ
い
て
申
請
者
に
対
し
釈
明
を
求
め
る

要
求
が
高
ま
つ
て
い
る
の
で
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

三 

前
記
大
阪
府
都
市
開
発
株
式
会
社
の
申
請
に
つ
い
て
、
過
去
二
回
の
答
申
に
お
け
る
推
定
収
支
と
実
績
収
支

の
乖
離
が
生
じ
た
の
は
何
故
か
。
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

安
易
に
認
可
す
る
答
申
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
耳
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

一 

地
方
鉄
道
の
平
年
度
に
お
け
る
総
括
原
価
、
運
賃
収
入
に
つ
い
て
次
年
度
以
降
の
推
定
方
法
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。
特
に
そ
の
推
定
の
計
算
方
式
、
算
定
の
基
礎
資
料
表
の
説
明
を
求
め
る
。 

二 

右
推
定
収
支
と
実
績
収
支
と
の
乖
離
に
つ
い
て
、
推
定
値
に
対
し
一
割
以
上
に
及
ん
だ
事
例
が
昭
和
四
十
七

年
当
初
か
ら
昭
和
五
十
一
年
末
ま
で
に
何
件
あ
る
の
か
。 

五 

 



 

 

六 

右
質
問
す
る
。 


